


団体 省エネ診断の扱い 補助対象設備 補助率 補助上限額 応募締切

SII-省エネ
補助金(Ⅰ型)

優遇（加点） 空調・照明他
1/3～1/2

設備費・工事費等
１５億円

２次公募：7/10
3次公募：9月下旬

SII-省エネ
補助金(Ⅲ型)

優遇（加点） 空調・照明他
1/3
設備費

1億円
２次公募：7/10
3次公募：9月下旬

上記は全国対象。その他、自治体が中小企業を対象に設備更新補助金支援を行っている場合もあります。

（参考） 省エネ診断を要件（補助優遇含む）として中小企業を対象に設備更新補助金支援を行う自治体の例
＜北海道＞北海道/木古内町
＜東北＞ 岩手県
＜関東＞ 群馬県前橋市/群馬県富岡市/埼玉県上尾市/千葉県/千葉県松戸市/千葉県市原市/神奈川県平塚市/神奈川県横浜市
＜中部＞ 新潟県村上市/長野県岡谷市/長野県伊那市/岐阜県/静岡県富士市/愛知県一宮市/愛知県碧南市
＜近畿＞ 大阪府堺市
＜中四国＞鳥取県/香川県三豊市/香川県丸亀市
＜九州＞ 佐賀県唐津市

各補助制度の詳細は各自治体にご確認下さい（自治体HPに掲載されていることが多いです）
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